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○釧路市地区会館条例 

平成17年10月11日 

釧路市条例第32号 

改正 平成17年12月13日条例第300号 

平成19年３月22日条例第13号 

平成26年３月20日条例第４号 

平成29年12月20日条例第38号 

平成30年３月19日条例第12号 

平成31年３月22日条例第８号 

令和元年６月28日条例第２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、市民の集会等の用に供する施設として釧路市地区会館（以下「会館」

という。）の設置、管理、利用等について必要な事項を定めるとともに、会館と同等の機

能を併せ持つ市の施設の当該機能に係る部分（釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター条例

（平成29年釧路市条例第38号）第３条第１号に規定する会館機能施設等（以下「緑ケ岡・

貝塚センターの会館機能施設等」という。）を含む。以下「会館機能施設」という。）の

管理、利用等について必要な事項を定めるものとする。 

（名称及び位置） 

第２条 会館の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

２ 会館機能施設を有する施設の名称及び位置は、別表第２のとおりとする。 

（指定管理者による管理） 

第３条 市長は、次に掲げる会館（会館機能施設を含む。以下同じ。）の管理に関する業務

を行わせるため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、

指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）を指定するものとする。 

(1) 会館の施設の利用の承認に関する業務 

(2) 会館の施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の収受に関する業務 

(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4) その他市長が定める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第４条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、会館の管理を行

わなければならない。 
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（利用の承認） 

第５条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、

及びこれを変更することができる。 

（利用の制限） 

第６条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を承認しない。 

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 会館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。 

（利用料金の納入等） 

第７条 第５条第１項の規定により利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、

利用料金を指定管理者に納入しなければならない。 

２ 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者

が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（利用料金の設定基準等） 

第８条 利用料金は、別表第３に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得

て、指定管理者が定める。 

２ 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認

を得なければならない。 

３ 市長は、前２項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するもの

とする。 

（利用料金の減免） 

第９条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。 

（利用料金の不還付） 

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところに

より、その全部又は一部を還付することができる。 

（転貸等の禁止） 

第11条 利用者は、会館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（特別の設備等の承認） 
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第12条 利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込

み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。 

（利用承認の取消し等） 

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、

又は利用を停止することができる。 

(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。 

(2) 利用の目的以外に利用したとき。 

(3) 第５条第２項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。 

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。 

（原状回復） 

第14条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなけれ

ばならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同

様とする。 

２ 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を

徴収する。 

（損害賠償の義務） 

第15条 利用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し

なければならない。 

（市による管理） 

第16条 第５条から第10条まで（第７条第３項並びに第８条第２項及び第３項を除く。）、

第12条、第13条及び別表第３の規定は、指定管理者に代わって、市が会館の管理を行う

場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使

用料」と、第５条及び第６条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第７条第１項中「指

定管理者」とあるのは「市」と、同条第２項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、第８条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第１項中「あらかじめ市

長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第９条及び第10条ただし書

中「指定管理者は、規則に定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると

認めたときは」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表第

３中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。 

（委任） 
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第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年10月11日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市地区会館条例（平成４年釧路市条例

第25号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成17年12月２日規則第300号） 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、第２条の次に２条を加える改正

規定（第３条に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月22日条例第13号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月20日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。ただし、第19条の規定は、釧路フィッ

シャーマンズワーフ条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。 

（規則への委任） 

８ この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定め

る。 

附 則（平成29年12月20日条例第38号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（規則で定める日 平成30年８月２日規則第34号により平成30年８月27日） 

附 則（平成30年３月19日条例第12号） 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月22日条例第８号）抄 

改正 令和元年６月28日条例第２号 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

（規則への委任） 



5/7 

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定

める。 

附 則（令和元年６月28日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

釧路市駒場会館 釧路市駒場町11番8号 

釧路市千歳会館 釧路市千歳町3番13号 

釧路市愛国会館 釧路市愛国東4丁目2番8号 

釧路市若草会館 釧路市若草町3番14号 

釧路市川北会館 釧路市川北町7番22号 

釧路市旭会館 釧路市旭町12番8号 

釧路市豊川会館 釧路市豊川町16番16号 

釧路市鉄北みどり会館 釧路市堀川町9番11号 

釧路市美原会館 釧路市美原4丁目1番17号 

釧路市春採下町会館 釧路市武佐1丁目3番25号 

釧路市桜ケ岡中央会館 釧路市桜ケ岡4丁目3番28号 

釧路市星が浦会館 釧路市星が浦大通2丁目7番22号 

釧路市鳥取北会館 釧路市鳥取北4丁目10番16号 

釧路市新橋会館 釧路市新橋大通2丁目2番15号 

釧路市城山会館 釧路市城山1丁目12番13号 

釧路市桜ケ岡共和会館 釧路市桜ケ岡5丁目21番25号 

釧路市宮本会館 釧路市宮本2丁目12番7号 

釧路市昭和会館 釧路市昭和町4丁目8番10号 

釧路市愛国東会館 釧路市愛国東2丁目1番15号 

釧路市橋南西会館 釧路市南大通2丁目1番111号 

釧路市緑ケ岡南会館 釧路市緑ケ岡5丁目4番27号 

釧路市武佐会館 釧路市武佐4丁目26番6号 

釧路市鉄北中央会館 釧路市若松町11番14号 

釧路市宝浜会館 釧路市宝町4番10号 
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釧路市中鶴野会館 釧路市鶴野58番地3062 

釧路市昭園会館 釧路市昭和南6丁目19番8号 

釧路市大星会館 釧路市大楽毛北1丁目1番10号 

釧路市沼尻会館 釧路市春採2丁目1番4号 

釧路市芦野会館 釧路市芦野3丁目29番5号 

釧路市大楽毛西会館 釧路市大楽毛131番地12 

釧路市鳥取南会館 釧路市鳥取南7丁目2番8号 

釧路市昭和北会館 釧路市昭和北3丁目26番16号 

釧路市富士見会館 釧路市富士見3丁目2番1号 

釧路市はまなす会館 釧路市興津2丁目17番22号 

釧路市鳥取東会館 釧路市鳥取大通1丁目3番8号 

釧路市文苑会館 釧路市文苑1丁目31番13号 

別表第２（第２条関係） 

会館機能施設を有する施設 位置 

釧路市白樺ふれあい交流センター 釧路市白樺台2丁目1番1号 

釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 釧路市貝塚1丁目7番15号 

別表第３（第８条関係） 

利用料金設定基準 

１ 利用料金は、次の表の適用の区分に従い、利用承認単位（会館の利用を承認する場合

の規則で定める時間又は日の区分の単位をいう。）に応じた金額をもって設定するもの

とし、その額は、１時間又は１日当たりの金額に換算した場合において、同表に規定す

る額（営利を目的とする利用の場合にあっては、これらの額の２倍に相当する額）の範

囲内となるようにしなければならない。 

適用の区分 広間 会議室 全館 

1時間当たり 1時間当たり 1日当たり 

大規模会館 3,020円 1,460円 26,610円 

標準会館 2,420円 1,210円 24,200円 

小規模会館 1,810円 970円 21,780円 

備考 

１ それぞれの会館の適用の区分は、規則で定める。 
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２ 緑ケ岡・貝塚センターの会館機能施設等に関するこの表の適用については、「広間」

とあるのは「遊戯室」と、「会議室」とあるのは「会議室又は集会室」とする。 

 


